
Ⅰ　一戸建て住宅又は住宅用途を含む建築物の住宅部分

Ⅱ　非住宅用途を含む建築物の非住宅の部分

【問い合わせ・申請窓口】
草加市　都市整備部　建築安全課

電　話：048-922-1954
ＦＡＸ：048-922-3148

※消費性能向上計画の認定を受けた複数建築物のうち他の建築物の適合性判定申請には、次の①及び②の書類を
　添付する必要があります。
　①　建築物のエネルギー消費性能の向上計画認定通知書又はその写し
　②　建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請書の副本又はその写し

10,000㎡以上
94,000円 449,000円 217,500円

～25,000㎡未満

25,000㎡以上 117,500円 512,000円 255,000円

5,000㎡以上
74,500円 379,500円 181,000円

～10,000㎡未満

2,000㎡以上
47,000円 308,000円 138,500円

～5,000㎡未満

～1,000㎡未満
1,000㎡以上

15,500円 216,000円 85,500円
～2,000㎡未満

非
住
宅
用
途
を
含
む

建
築
物
の
非
住
宅
部
分

～300㎡未満 5,500円 133,500円 51,000円

300㎡以上
9,500円 167,000円

建物
用途

床面積等
消費性能向上計画の認定を受けた
複数建築物のうち他の建築物 標準入力法 ﾓﾃﾞﾙ建物法

65,000円

87,500円
～5,000㎡未満

5,000㎡以上 47,000円 165,000円 91,500円 128,000円

住
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を
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む

建
築
物
の
住
宅
部
分

～300㎡未満 5,500円 40,000円 19,000円

～2,000㎡未満
2,000㎡以上

26,000円 115,000円 60,500円

29,500円

300㎡以上
11,500円 67,500円 33,000円 50,000円

一
戸
建
て

の
住
宅

～200㎡未満
2,500円

20,000円 10,000円 14,500円

200㎡以上～ 22,000円 11,000円 16,500円

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料表

令和７年４月１日改定

住宅の種類・床面積
消費性能向上計画の認定を受けた
複数建築物のうち他の建築物 標準計算 仕様基準

仕様基準
・計算併用法


